
北九州市監査公表第２４号  

令和３年１１月１５日  

北九州市監査委員  小 林 一 彦  

同         廣 瀨 隆 明  

同         森 本 由 美  

同         渡 辺   均  

包括外部監査人の監査の結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので

、地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により、次のとおり公表する。 

１ 外部監査の種類 

  包括外部監査 

２ 選定した特定の事件 

  子ども・子育てに関する支援事業（保育事業含む）の事務の執行について 

３ 監査の期間 

  令和２年７月２日から令和３年２月３日まで 

４ 監査公表の時期 

  令和３年３月２４日（令和３年監査公表第１１号） 



５ 監査の結果に基づく措置状況 

（１）幼稚園・認定こども園運営事業  

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 給付費（委託費）支払通知書の作

成誤りについて 

（子ども家庭局幼稚園・こども園課

 ） 

給付費（委託費）支払通知書を閲覧

したところ、幼稚園からの加算申請を

基に算出された公定価格の内訳表の表

示金額が誤っており、合計金額と一致

していないものがあった。 

 公定価格が誤って表示された理由は

、システムにより自動計算された支払

いデータを修正した際に、公定価格の

内訳表にはこの修正前の金額で表示さ

れる仕様になっていたことが要因との

ことであった。 

 実際の支払額は決定額を基に支払わ

れているため、支払は適切に行われて

いるとのことであるが、当資料は給付

決定の根拠となる重要な資料であるた

め、システム仕様を変更する等して正

確に作成される必要がある。 

なお、当指摘に対し、市は速やかに

システムの仕様変更を行っており、報

告書提出時点では改善されている。 

報告書提出時点でシステムの仕様変

更を行っており、内訳表は正確に作成

されている。 



（２）幼児教育保育の無償化・実費徴収（副食費）に係る補足給付を行う事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 委任状の徴収について 

（子ども家庭局幼稚園・こども園課

 ） 

市は、実費徴収（副食費）に係る補

足給付事業を行うにあたり、北九州市

実費徴収（副食費）に係る補足給付事

業補助金交付要綱第１３条に定める委

任を適用し、すべての実施事業者から

一般社団法人北九州市私立幼稚園連盟

会長を代理人と定め、令和元年度の市

に対する実費徴収（副食費）に係る補

足給付事業補助金の申請、精算等に関

する一切の権限の委任、また、補助金

の請求、受領等に関して、子ども家庭

局幼稚園・こども園課長に委任する委

任状を徴収することとしているにもか

かわらず、１実施事業者から委任状の

徴収漏れが発生していた。 

徴収漏れとなっている実施事業者に

ついては、委任状が無いにもかかわら

ず一般社団法人北九州市私立幼稚園連

盟会長及び子ども家庭局幼稚園・こど

も園課長が実費徴収（副食費）に係る

補足給付事業に関する手続を代理して

いる状況となっているため、すべての

実施事業者から漏れなく委任状を徴収

する必要がある。 

委任状が徴収漏れとなっていた１施

設に対し、速やかに提出するよう依頼

し、徴収漏れとなっていた施設より、

令和２年９月１１日に令和元年度の委

任状が提出され、同日受理した。今後

は、提出対象施設の一覧を事前に作成

しておき、提出状況の管理を随時行う

ことで、徴収漏れが発生しないように

する。 



（３）特別保育事業補助 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 北九州市特別保育事業補助金請求

書（地域活動事業）の添付資料につ

いて 

 （子ども家庭局保育課） 

補助金の請求にあたり、事業内容及

び費用について「事前に保育課に提出

して、承認を得られたものと同じもの

」を北九州市特別保育事業補助金請求

書に添付する必要があるが、添付され

ていなかった。 

補助金の請求にあたり、必要書類が

具備されていることは最低限必要なこ

とであり、「北九州市特別保育事業補

助金交付要綱」においても、補助金の

申請にあたり関係書類の添付が必要と

されていることから、補助金の請求に

あたり、必要な資料の具備状況は確認

すべきである。 

北九州市福祉事業団に係る「地域活

動事業」の補助金請求については、事

業内容及び費用について、事前に保育

課から承認を得たものを申請していた

が、補助金の請求書に添付する必要が

ある書類の一部が漏れていたことから

、必要書類の添付を徹底するよう再度

指導した。また、必要書類の具備状況

についても確認を徹底することとした

。 



（４）直営保育所の民営化 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 直営保育所の民営化における備品

貸与について 

 （子ども家庭局保育課） 

 市立穴生保育所の民営化に伴い、社

会福祉法人に施設譲渡を行っている。

市の決裁文書によれば、備品について

は無償貸与とされているのに対して、

社会福祉法人と取り交わした「建物等

譲渡にかかる覚書」においては備品等

も無償譲渡するように記載されている

。 

 決裁書の内容と覚書に齟齬が生じて

いる状況である。今後において、備品

の管理帰属等について問題が生じる恐

れがあることから、速やかに先方と協

議を行い、その内容を記載した文書を

取り交わす必要がある。 

また、市によれば、備品の無償貸与

を行う際に、市の備品台帳の写しを渡

しているとのことであるが、備品の紛

失や破損等が起こった場合等に備えて

、無償貸与の覚書を取り交わしたうえ

で、覚書に貸出備品の一覧表を添付す

ることが望まれる。 

決裁書の内容と覚書との齟齬につい

ては、法人と協議を行い文書の取り交

わしを行った。 

また、今後、無償貸与の覚書を締結

する場合は、覚書に貸出備品の一覧表

の添付を行う。 



（５）保育所用地の貸付  

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 北九州市保育所用地貸付要綱につ

いて 

 （子ども家庭局保育課） 

 北九州市保育所用地貸付要綱第５条

に記載のある「平成１０年度以降の市

有地（土地）の貸付料等の取扱いにつ

いて」は、「平成１８年度以降の市有

財産の貸付料等の取扱い」（平成１８

年３月２９日付財政局長通知）として

改定されている。 

 北九州市保育所用地貸付要綱の根拠

となっている通知文書自体が改定され

ていることを受けて、北九州市保育所

用地貸付要綱についても改定すべきで

ある。 

 北九州市保育所用地貸付要綱の改定

を令和３年度中に行う。 



（６）母子父子寡婦福祉資金事業（特別会計） 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 人件費の計上について 

 （子ども家庭局子育て支援課） 

母子父子寡婦福祉資金事業において

は、新規貸付の受付や回収・督促等の

業務を実施しているが、特別会計の予

算・実績において賃金等の人件費は計

上されていない。 

人件費を加味した場合、一般会計繰

入金の金額等にも影響があるものと考

えられる。また、人件費を加味するこ

とにより、より適切な収支バランスを

把握することが可能となり、市民への

説明責任を果たすものと考えられる。

 一般会計とは分離して、独立採算に

より当該事業の収支バランスを適切に

把握することが特別会計の趣旨である

ことを鑑みれば、当該業務に関わる人

件費相当額を予算及び実績額として計

上すべきである。 

 母子父子寡婦福祉資金事業における

、新規貸付の受付業務は、各区保健福

祉課の子ども・家庭相談コーナーで行

っているが、同コーナーでは福祉資金

事業の受付業務だけでなく、子育てや

家庭等の相談を幅広く受け付けている

。また、当該福祉資金業務は相談業務

の一環として行われるものである。そ

のため、当該業務にかかわる人件費相

当額のみを算出することは困難と考え

ているが、今後、関係部局と協議して

まいりたい。 

 なお、回収や督促等の業務について

は、母子福祉資金等償還金収納事務委

託として一般財団法人北九州市母子寡

婦福祉会に委託しており、当該委託料

は特別会計から支出している。 



（７）北九州市発達障害者支援センター事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 発達障害支援センター運営事業費

の予定価格について 

 （保健福祉局精神保健福祉課） 

 一連の業務を北九州市福祉事業団に

随意契約により委託している。 

 平成３０年度及び令和元年度の委託

料について、予定価格調書（市）及び

見積書（福祉事業団）に基づいて決め

られており、これらの書類は全く同じ

金額で作成されている。なお、予定価

格調書では「福祉事業団から提出され

た参考見積書を基に積算」としている

。 

 予定価格の算定方法として業者から

の参考見積書を徴取することが考えら

れるが、委託先事業者１社からの参考

見積による予定価格の設定は、当該事

業者に予定価格を推定しうる状況を生

じさせる可能性があるばかりでなく、

予定価格の設計が市で十分に検証され

ないまま、特定事業者に優位な価格設

計になるおそれがある。 

 このため、今後においては、仕様内

容の見直しなどを実施したうえで見積

工数を適切に積算し、契約期間にわた

る労務費単価の市況変動や消費税増税

などを十分に勘案し、予定価格の設定

を行うべきである。 

 令和３年度契約から参考見積書の徴

取を廃止し、北九州市会計年度任用職

員の給料に関する規則等を参考にし、

これまでの実績を基に予定価格の積算

を行った。 



（８）北九州市発達障害者支援モデル事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 発達障害支援モデル事業費の予定

価格について 

（保健福祉局精神保健福祉課） 

一連の業務を北九州市福祉事業団に

随意契約により委託している。 

平成３０年度及び令和元年度の委託

料について、予定価格調書（市）及び

見積書（福祉事業団）に基づいて決め

られており、これらの書類は全く同じ

金額で作成されている。なお、予定価

格調書では「福祉事業団から提出され

た参考見積書を基に積算」としている

。 

予定価格の算定方法として業者から

の参考見積書を徴取することが考えら

れるが、委託先事業者１社からの参考

見積による予定価格の設定は、当該事

業者に予定価格を推定しうる状況を生

じさせる可能性があるばかりでなく、

予定価格の設計が市で十分に検証され

ないまま、特定事業者に優位な価格設

計になるおそれがある。 

このため、今後においては、仕様内

容の見直しなどを実施したうえで見積

工数を適切に積算し、契約期間にわた

る労務費単価の市況変動や消費税増税

などを十分に勘案し、予定価格の設定

を行うべきである。 

当事業は令和元年度で事業が終了し

ている。今後、同様な事業があった際

は、左記の監査人の意見を踏まえ適切

に対応していく。 



６ 監査の結果（意見）に基づく措置状況 

（１）子育てに関する情報提供の充実・ＰＲ 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 情報誌「北九州市こそだて情報」

の利用促進について 

（子ども家庭局総務企画課） 

市は定期的に「北九州市こそだて情

報」を発行しているが、令和２年度発

行分より大幅な改訂を実施する予定で

ある。これに伴い、令和元年度には、

どのような情報誌であるべきか検討を

行うため、複数の保護者への聞き取り

調査を行っている。 

 情報誌の大幅な改訂を行う予定にし

ているが、当該改訂が十分なものであ

ったかについて、発行から一定期間経

過後に認知度調査などにより効果測定

を行うことが望ましい。 

また、内容の改訂とは別に、「北九

州市こそだて情報」を認知してもらう

ための取り組みを検討・実施すること

や、「北九州市こそだて情報」のＷＥ

Ｂ媒体への移行やＳＮＳ（ソーシャル

・ネットワーキング・サービス）等を

利用した情報発信を検討することが望

ましい。 

 認知度については、令和３年４月実

施の「元気発進！子どもプラン」に係

る市民アンケートの中で、調査を行う

こととした。 

 また、利用促進のため、市ＳＮＳ等

での情報発信を令和３年３月に行った

。 

紙媒体による情報提供も一定の必要

性があり、ＷＥＢへの完全移行は現時

点では考えていないが、ＨＰ「子育て

マップ北九州」の充実も図り、紙媒体

とＷＥＢ媒体の連携による効果的な情

報発信を図っていきたい。 



（２）指導監査業務   

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 指導監査ガイドラインの準拠につ

いて 

（子ども家庭局監査指導課） 

令和元年度の指導監査の監査調書の

一部を閲覧した結果、保育所にて「賞

与引当金は該当なし」と監査調書に記

載されているものがあった。 

当該保育所における給与規程では期

末手当及び勤勉手当を年２回支給する

条文は見受けられ、かつ資金収支計算

書において職員賞与１０，９９６千円

を支出している。 

当該保育所における経理規程では、

重要性が乏しいと認められる場合には

賞与引当金を計上しないことができる

とされている。 

「社会福祉法人指導監査実施要綱の

制定について（平成２９年４月２７日

付最終改正令和元年９月１３日）」の

別紙「指導監査ガイドライン３会計管

理（３）会計処理」において、重要性

が乏しいことを理由に賞与引当金が計

上されていない場合、重要性が乏しい

と判断する理由を確認すること及び賞

与引当金の計上の必要性の有無を検討

している法人作成資料を確認すること

が明記されている。 

このため、指導監査にて重要性が乏

しいと判断する理由を確認する必要が

あるとともに、法人において計算書類

に与える重要性の影響を検討している

国の社会福祉法人指導監査実施要綱

で、指導監査ガイドラインが定められ

た。そこには、以下の留意事項が定め

られている。 

①監査担当者の主観的な判断で法令

又は通知の根拠なしに指摘を行わない

こと 

②指摘基準に該当しない場合は文書

指摘を行わないこと 

 賞与引当金は、ガイドラインに指摘

基準が定められておらず、文書指摘は

できない事項である。 

 一方、ガイドラインには、法人の財

務状況を正確に表示しない（問題を隠

す等）ことを目的として会計処理を行

った場合や、計算書類に重大な影響を

与えた場合は文書指摘を行うとある

が、今回は職員賞与の支払いを行って

おり、翌年度決算からは引当金を計上

して改善されており、悪質でも重大な

影響も与えていない。 

 また、ガイドラインには、指摘基準

に該当しない場合であっても、法人運

営に資するものと考えられる事項につ

いては、助言を行うことができるこ

と、なお助言を行う場合は、法人が従

わなければならないものではないこと

を明確にした上で行うこととある。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

資料が見受けられない場合、賞与引当

金の検討過程資料を作成し保管するよ

う助言し、助言した内容を記録に残す

べきであると考える。 

イ 指導監査業務における外部専門家

の利用について 

 （子ども家庭局監査指導課） 

 監査指導課による指導監査業務は、

市内の２００超の施設等に対して同課

４名体制で監査を実施している。 

 当該指導監査を実施するにあたり、

福祉に関連する法令、事業及び監査に

関する高度な専門的知識が必要である

。 

 指導監査担当者は様々な業務を抱え

ており、会計等に特化して専門性を高

めることは困難であると考えられる。

また、定期的な人事異動があるため、

指導監査に必要なそれらの専門的知識

及び理解の蓄積は容易ではないと考え

られる。 

 指導監査における指導をより強化す

るため、会計に関する部分など高度な

専門的知識を要する事項については、

外部専門家の利用を検討することが望

ましい。 

 以上から、同様な事例について、文

書指摘はしていないものの、包括外部

監査の意見を踏まえ、口頭にて、重要

性が乏しいと法人が判断する理由を確

認し、助言した内容を記録に残すよう

にしている。 

社会福祉法人、社会福祉施設及び地

域型保育事業に対する指導監査は、主

に会計処理、法人の運営管理、施設の

運営管理、利用者処遇等について、社

会福祉法人指導監査実施要綱及び指導

監査ガイドライン等に基づき実施して

いる。 

 実施に当たっては、関連する法令や

事業及び監査に関する専門的知識を要

するが、監査指導課職員で判断しがた

い内容がある場合には、弁護士等の専

門的知識を有する者に相談していると

ころである。今後においても、必要に

応じて、会計等も含め、専門的知識を

有する者の助言等をいただきながら指

導監査を実施してまいりたい。 

 あわせて、国は、平成２９年４月２

７日付けで、会計監査及び専門家によ

る支援等について、法定受託事務を処

理するに当たりよるべき基準として発

出している。それによると、平成２８

年に社会福祉法が改正され、一定規模



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ウ 文書保存期間の見直しについて 

 （子ども家庭局監査指導課） 

 指導監査にて入手した資料は「北九

州市文書管理規則第２９条別表第４種

」として、現状３年経過後に破棄して

おり、監査指導課において特段の文書

保存期間の定めは見受けられない。 

 「北九州市社会福祉法人及び施設等

指導監査実施要綱 別表１法人一般指

導監査の周期」において、監査周期は

適用要件に応じて４年に１回又は５年

に１回と定められており、当該適用要

件を充足した監査周期の対象法人（３

年から５年）へ変更になる可能性もあ

る。 

 また、新型コロナウイルス影響によ

る監査周期の延期の可能性も考慮した

場合、入手した資料を５年以上保存す

を超える法人について、会計監査人の

設置が義務付けられ、「社会福祉法人

審査基準」では、会計監査を受けない

法人においては、財務会計に関する内

部統制の向上に対する支援又は財務会

計に関する事務処理体制の向上に対す

る支援について、法人の事業規模や財

務会計に係る事務態勢等に即して、公

認会計士、監査法人、税理士又は税理

士法人を活用することが望ましいとさ

れているとある。従って、指導監査の

中で、必要と思われる法人に対しては

、専門家の活用も助言していきたい。

文書保存期間は、監査周期にかかわ

るものであるが、法人の監査周期は、

国の社会福祉法人指導監査実施要綱で

、法人の運営及び事業に大きな問題が

認められない場合は、３箇年に１回と

すると規定されており、現在の３箇年

の保存で次回の監査まで資料は保存さ

れていることとなる。 

 また、同要綱では、会計監査人の監

査や専門家の活用を図った法人で、財

務状況の透明性・適正性が確保されて

いると判断するときは、４年に１回ま

たは５年に１回まで監査周期を延長で

きるとしている。 

 現状、子ども家庭局所管法人では、

会計監査人を設置している法人はなく



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

るように見直すことが望ましい。 、専門家の活用を図っている法人はあ

っても、経理の指摘がある等、４年に

１回または５年に１回まで監査周期を

延長している法人はない。 

 今後、監査周期を４年もしくは５年

に延長した法人に関する文書保存期間

は、現行の３年から監査周期に応じた

期間に改めるよう見直すこととした。



（３）幼稚園・認定こども園運営事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 月次実績報告に関する資料の誤り

について 

（子ども家庭局幼稚園・こども園課

 ） 

毎月の実績報告書を閲覧したところ

、加算申請すべき事項の記載が漏れて

いる、申請できない事項が申請されて

いる等、園の記載漏れや間違いが多く

、市が手書きで修正を行っている形跡

が散見された。 

事前に記載方法等の説明会の実施や

市から園への質問等により、市は一定

の指導的機能は果たしていると考えら

れる。しかし、市の把握している情報

には限界もあると考えられるため、実

績報告にあまりに修正が多い園につい

ては、市が園に対して事務手続の個別

指導や研修会の実施等によるスキル向

上への支援や、指導監査の中に実績報

告内容の正確性を確認する等の対策を

検討することが望ましい。 

イ 処遇改善加算の実績未達について

 （子ども家庭局幼稚園・こども園課

  ） 

幼稚園及び認定こども園からの処遇

改善加算の実績報告を確認したところ

、平成３０年度において未達額が５百

万円（幼稚園８園、認定こども園１園

）発生していた。 

処 処遇改善の実績が未達となっている

今回の監査の意見を受けて、月次実

績報告を行う各園の事務担当者に対し

て、改めて施設型給付における加算の

仕組み及び実績報告書の記載方法につ

いて個別に説明を行うとともに、報告

書の様式（Ｅｘｃｅｌファイル）につ

いて、要件に該当しない加算項目は入

力できない仕様に変更し、報告内容の

誤りを未然に防ぐことで、正確性の確

保を図ったところである。 

 今後も、各園に対し、集団指導等の

機会を捉えて、施設型給付の事務手続

に関する説明を継続的に実施し、実務

の向上を図っていく。 

処遇改善の実績報告の際に、未達が

ある園に対しては、速やかに支払いを

行うよう指導を行うとともに、支払完

了後には、支給完了報告書や支給が確

認できる賃金台帳の提出を求めるよう

にした。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

理由としては、当初見込みの園児数の

増加や職員の退職等やむを得ない場合

もあると考えられるが、翌年度以降も

園の職員の処遇が実際に改善されてい

ない場合は、当該給付の目的が達成さ

れないと考えられる。この点について

、市に状況をヒアリングしたところ、

未達分は一時金等で適切に支払うよう

指導しており、令和元年以降は処遇改

善が未達となっている園の調査を行う

とのことであった。 

処 処遇改善の実行責任は加算申請をし

た園にあると言えるものの、市として

は事後的な調査のみならず、未達にな

らないような事前の対策を行うことが

望ましい。そのような指導を行ってい

る中で、処遇改善加算を申請していな

がら未達が続いている園については、

当該給付の申請を受けるにあたり市と

して慎重に検討することが望ましい。

これにより、平成３０年度から令和

元年度の処遇改善加算における未達分

については、全ての園の支払が完了し

たことを確認している。 



（４）私立幼稚園振興助成補助金（学校関係者評価推進事業費） 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 学校関係者評価の公表状況の確認

について 

（子ども家庭局幼稚園・こども園課

 ）    

評価推進事業補助金は申請があった

幼稚園に対して１園あたり６０，００

０円を交付するとされており、令和元

年度は４８園に対して合計２，８８０

，０００円の補助金を交付している。

北九州市私立幼稚園振興助成補助金

交付基準（学校関係者評価推進事業費

）で「その結果をホームページ、広報

誌への掲載、関係者への説明等により

広く公表するための費用を一部補助す

る。」とされているが、結果の公表に

ついては各園の自主性に一任されてお

り、公表しているか否かについて市は

確認していない。第三者評価の結果を

広く公表するために必要となる費用を

一部補助する目的であるため、市は各

園の結果の公表状況についても確認し

、各園の公表状況が統一的な水準で行

われるよう促すことが望まれる。 

各園の学校関係者評価の公表につい

ては、令和２年度から、北九州市私立

幼稚園連盟のホームページ上に、すべ

ての幼稚園の学校関係者評価の結果が

閲覧できるページが整備され、公表状

況の統一化が図られている。 

今後は、同ホームページにおいて各

園の公表状況を確認する。 



（５）私立幼稚園振興助成補助金  

（園庭芝生化モデル事業費・緑化推進事業費） 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 補助金を交付する事業者の決定根

拠の明確化について 

（子ども家庭局幼稚園・こども園課

 ） 

補助金を交付する事業者は幼稚園連

盟を通じて決定しているが、決定の経

緯が事後的に確認できる資料が作成・

保管されていない。 

補助金を交付する事業者の決定の公

正性を担保し、今後の補助金の必要性

（予算の拡充、削減）の判断に資する

ため、事業年度の希望幼稚園の状況及

び重視した選定理由等の検討過程を記

録報告できる資料を作成・保管するこ

とが望ましい。 

令和３年度の申請から、園の選定に

おいては、申請園一覧及び園の選定理

由書を幼稚園連盟に提出させるように

する。 



（６）保育所運営事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 実績報告資料の誤りについて 

（子ども家庭局保育課） 

 平成３０年度の実績報告書を閲覧し

たところ、加算申請すべき事項の記載

が漏れている、申請できない事項が申

請されている等、保育所の報告漏れや

間違いが多く、市が手書きで修正を行

っている形跡が散見された。 

 実績報告の修正が多い保育所につい

ては、市が保育所に対して事務手続の

個別指導や研修会の実施等によるスキ

ル向上への支援や、指導監査の中に実

績報告内容の正確性を確認する等の対

策を検討することが望ましい。 

イ 処遇改善加算の実績未達について

 （子ども家庭局保育課） 

 保育所からの実績報告を確認したと

ころ、職員の処遇改善が平成３０年度

の実績確認で未達となっている保育所

が存在していた。 

 ・処遇改善等加算Ⅰ 施設数６９所

、未達金額６２，３９３千円 

 ・処遇改善等加算Ⅱ 施設数７９所

、未達金額１１，４８０千円 

 処遇改善の実行責任は加算申請をし

た保育所にあると言えるものの、市と

しては事後的な調査のみならず、未達

にならないような事前の対策を行うこ

とが望ましい。そのような指導を行っ

ている中で、処遇改善加算を申請して

実績報告書については、これまでも

「作成の手引き」及び「記入例」など

を配布し、分かりやすく説明を行って

いる。 

なお、令和３年１～２月にかけて行

った令和元年度実績報告書の審査では

、随時個別指導を行うとともに一部の

園に対しては来庁を求めるなどの対面

指導も行った。今後も、必要に応じて

個別指導を行うことで改善を図ってま

いりたい。 

 処遇改善等加算について、当年度中

の支給が基本ではあるが、当初見込み

の園児数の増や職員退職などで差額が

発生した場合は翌年度に支給すること

は国通知においても差し支えないとさ

れている。 

当課では翌年度までに確実に支給す

ることを各園に指導しており、平成３

０年度分から未達にかかる支給完了報

告書の提出を求めることとした。これ

により、平成３０年度分の処遇改善等

加算の未達は全ての園の支払いが完了

したことを確認した。 

令和元年度分以降の処遇改善等加算
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いながら未達が続いている保育所につ

いては、当該給付の申請を受けるにあ

たり市として慎重に検討することが望

ましい。 

ウ 施設機能強化推進費加算の内容に

ついて 

（子ども家庭局保育課） 

 施設機能強化推進費加算は園の防災

機能の強化を目的としている。当該加

算の申請資料を閲覧したところ、パソ

コン、デジタルカメラ、プリンター、

会議用テーブル等、一見防災との直接

的な関係性が不明な支出が申請されて

いた。 

主な目的が防災に関係ない使用とな

っていないか慎重に判断するため、具

体的な使用方法や実際の使用状況等に

ついて申請書類や実績報告書への記載

を求めることが望ましい。 

の未達についても、給付の申請時に未

達の支給完了報告書の提出を求め、支

払いの完了を確認することにしている

。併せて、処遇改善等加算は、給与の

一部であることから、可能な限り年度

中の適切な時期の支払に努めるよう依

頼することにしている。 

 申請物品等の用途などを明確にする

よう申請書及び実績報告書様式を変更

し、申請者に対して物品の具体的な使

用方法や実際の使用状況等について記

載を求めることにする。 



（７）地域型保育給付事業  

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 処遇改善加算の実績未達及び管

理方法について 

（子ども家庭局保育課） 

平成３０年度の処遇改善等加算Ⅰ・

Ⅱ実績報告書において、加算実績が未

達となっている地域型保育事業所（家

庭的保育事業を除く）が生じていた。

・処遇改善等加算Ⅰ 施設数２４所

、未達金額 １４，１３６千円 

・処遇改善等加算Ⅱ 施設数２９所

、未達金額  ４，０５５千円 

また、未達が生じている地域型保育

事業所（家庭的保育事業を除く）をま

とめた資料などはなく、確認するため

には過年度の実績報告書を個々に確認

しなければならない状態である。 

処遇改善の実行責任は加算申請をし

た地域型保育事業所（家庭的保育事業

を除く）にあると言えるものの、市と

しては事後的な調査のみならず、未達

にならないような事前の対策を行うこ

とが望ましい。そのような指導を行っ

ている中で、処遇改善等加算を申請し

ていながら未達が続いている地域型保

育事業所（家庭的保育事業を除く）に

ついては、当該給付の申請を受けるに

あたり市として慎重に検討することが

望ましい。 

 また、処遇改善等加算についての各

地域型保育事業所（家庭的保育事業を

除く）の状況を総括的に把握するため

処遇改善等加算について、当年度中

の支給が基本ではあるが、当初見込み

の園児数の増や職員退職などで差額が

発生した場合は翌年度に支給すること

は国通知においても差し支えないとさ

れている。 

そのため、当課では翌年度までに確

実に支給することを各園に指導してお

り、平成３０年度分から未達にかかる

支給完了報告書の提出を求めることと

した。これにより、平成３０年度分の

処遇改善等加算の未達は全ての園の支

払いが完了したことを確認した。 

令和元年度分以降の処遇改善等加算

の未達についても、給付の申請時に未

達の支給完了報告書の提出を求め、支

払いの完了を確認することにしている

。併せて、処遇改善等加算は、給与の

一部であることから、可能な限り年度

中の適切な時期の支払に努めるよう依

頼することにしたい。 

また、令和元年度より、前年度の残

額を確認する資料を作成している。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

に、当該事項をまとめた資料を作成す

ることが望ましい。 

イ 処遇改善等加算Ⅱにおける賃金改

善の未実施について 

（子ども家庭局保育課） 

 平成３０年度の賃金改善実績報告書

を確認したところ、処遇改善等加算Ⅱ

の給付対象となっているものの実際に

賃金改善が行われていない施設が存在

した。 

 対象となった施設は平成３０年４月

に開所しており、処遇改善加算の対象

となった職員３名について、２名が１

２月に退職、１名が翌年２月に退職す

ることになったため、職員に対して賃

金改善を図ることができなかったとの

ことである。 

 国による通知では、対象職員が休業

等となった場合、発令を行っていない

施設職員に分配することや一時金とし

て支払うこと、翌年度の賃金改善に充

てることに問題はないとされている。

 本ケースでは、開所初年度に加えて

、退職者の発生といった特殊事情はあ

るが、施設として何らかの賃金改善が

図れたと考えられる。市としては、各

施設担当者に対する説明会や申請時に

おける説明等において、手続の説明の

みならず当該事業の目的の説明を行う

等、各施設担当者の当該事業への理解

が深まるような方策を検討することが

新規開所した地域型保育事業所に対

して、処遇改善等加算に係る説明会を

開催し、本事業の目的や手続方法につ

いての説明及び、質疑応答を行ってい

る。また、申請時や実績報告時には、

国通知とは別に本市独自の作成マニュ

アルを併せて配布している。 

申請書及び実績報告書の審査時には

、必要に応じて個別に具体的な説明や

改善指導を行っており、今後について

も、必要に応じて個別指導にて改善を

図ってまいりたい。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

望ましい。 

ウ 処遇改善等加算Ⅱの申請要件の順

守について 

 （子ども家庭局保育課） 

 処遇改善等加算Ⅱの申請には基本給

の増額又は新設等がわかる給与規定の

提出が求められており、整備が出来て

いない場合は給与規則等の賃金体系を

定めることなどを記載した確約書の提

出を求めている。平成３０年度及び令

和元年度の申請書類を閲覧したところ

、当該確約書を２年連続で提出してい

る地域型保育事業所（家庭的保育事業

を除く）が７施設あった。 

確約書を提出した施設に対しては、翌

年度以降に整備が適切に進められてい

るかの確認を実施することが望ましい

。なお、令和２年度現在において、上

記７施設について前述の給与規定の整

備は完了している。 

エ 申請書・実績報告書の記載不備に

ついて 

 （子ども家庭局保育課） 

 各種申請書及び処遇改善等加算Ⅰ・

Ⅱの実績報告書において、日付の記載

がないものが散見された。 

各書類において日付は、各種申請を

行った時点を示す、また実績報告義務

を果たした時点を示す重要な情報であ

る。そのため、受付段階で改善を求め

当年度確約書を提出した施設が前年

度も提出していないか確認を行い、確

実に給与規則等の賃金体系を定めるよ

う指導を行ってまいりたい。 

申請書・実績報告書提出依頼時に保

育所側に日付の重要性を周知し、受付

段階においても日付の有無の確認を行

うことにする。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ることが望ましい。 



（８）特別保育事業補助  

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 特別保育事業補助金の執行率に

ついて 

 （子ども家庭局保育課） 

 特別保育事業補助金の戻入額（＝予

算―実績）は増加傾向にあり、それに

伴い執行率については低下傾向にある

。 

 事業も将来の見通しが立てづらいこ

とや、保育所側で補助金をうまく活用

できなかったこと等の理由により戻入

額が増加したとのことである。 

 予算編成の精度を高め、不用額を圧

縮することも必要であると考えられる

が、保育所側で補助金をうまく利用で

きる環境を整備していくことも望まれ

る。 

イ 補助金請求書等の管理について 

 （子ども家庭局保育課） 

 各保育所等は、北九州市特別保育事

業補助金の申請、請求、受領、実績報

告及び精算に関する一切の権限を一般

社団法人北九州市保育所連盟に委任し

ている。 

 委任を受け一般社団法人北九州市保

育所連盟は補助金請求書等の審査を行

っているが、補助金請求書等が保育所

連盟に保管されており、市で補助金請

求書の内容を確認することができない

状況である。また、実際に、市がチェ

ックしたという事実も見受けられなか

予算編成においては、予算額の算出

に必要な児童数や事業実施箇所数など

の見通しを立てて行っており、今後も

引き続き精度の高い予算編成に努める

。 

また、補助金活用に係る環境整備につ

いても努める。 

補助金請求の審査の際には、請求書

様式の内容、審査基準、疑義が生じた

案件等について、その都度、北九州市

保育所連盟と確認を行い合い、基準等

について指示を行っている。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

った。 

 今後においては、市が（一部のサン

プルでも）補助金請求書等の内容を確

認するような体制を構築することが望

まれる。 



（９）保育所整備推進事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 補助金を交付する事業者の決定

根拠の明確化について 

 （子ども家庭局保育課） 

 建替え資金（法人負担分）や土地の

確保の見込みのある法人の中から、老

朽化や待機児童の状況を踏まえ優先順

位をつけながら、施設設備の実現性の

高い保育所について、予算計上を行っ

ている。また、市によれば、老朽化の

状況を踏まえ、建替え資金や土地の確

保ができている保育所については、極

力、予算を確保するように努めている

とのことである。 

補助金を交付する事業者の決定の公

正性を担保し、今後の補助金の必要性

（予算の拡充、削減）の判断に資する

ため、対象事業年度の希望保育所の状

況及び重視した選定理由等の検討過程

を記録報告できる資料を作成すること

が望ましい。 

イ 中長期的な保育所整備計画につい

て 

 （子ども家庭局保育課） 

 市は築年数が４０年を超える保育所

を４４施設と把握している。うち、６

施設は特に老朽化が進んでおり、対応

の必要性が高いと認識している。 

 老朽化が進んだ施設については、早

急に改築等による保育環境の改善を促

すことが望まれる。特に老朽化への対

 今年度から希望保育所の状況及び重

視した選定理由等の検討過程を記録報

告できる資料を作成していく。 

監査の意見を踏まえ、特に老朽化へ

の対応の必要性が高いが、資金の確保

に課題のある法人に対しては、建替え

に関するヒアリング経過を記録すると

ともに、保育環境の改善を促す。 

また、築年数が４０年を超える施設

数の推移と現状の予算規模を見極めな



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

応の必要性が高いと認識している施設

のうち、資金の確保に課題のある法人

についての対応計画についても記録報

告し、保育環境の改善計画を策定・実

行することが望まれる。 

また、市内の保育所は１６６施設あ

り、老朽化が進んでいく施設も増加す

ると考えられる。そのため、現状の予

算規模で市が目的とする保育環境の充

実を達成できるかを検証し、中長期的

な保育環境の改善計画を策定・実行す

ることが望まれる。 

ウ 直営保育所の整備計画について 

 （子ども家庭局保育課） 

 直営保育所（指定管理者が運営する

保育所を含む）は２４施設あり、この

うち１５施設が築年数４０年を経過し

ている。 

直営保育所についても中長期的な保

育環境の改善計画を策定・実行するこ

とが望まれる。 

がら、中長期的な保育環境の改善計画

の策定を検討していく。 

 北九州市市有建築物長寿命化計画に

基づき、令和３年３月に市が保有する

保育所等（直営保育所、指定管理保育

所等）について、中長期保全計画に基

づく個別施設計画を策定した。 



（１０）直営保育所の民営化 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 直営保育所の民営化手続について

 （子ども家庭局保育課） 

 直営保育所の民営化にあたり、これ

までの市の対応においては、運動会や

お遊戯会に前任保育士を招待するなど

の交流は行っているものの、民営化後

に制度的に前任保育士を派遣する仕組

みは存在しない。 

 市は、利用者の権利保護のために各

種の実質的な対応をしており、その対

応には相当程度の高い評価をすること

ができる。その一方で、他自治体にお

いて訴訟の場で争われた事例もあり、

直営保育所の民営化手続には、常に潜

在的な法的紛争のリスクがあることは

十分に留意する必要がある。 

 そこで、例えば、以下のような対応

を検討することが望まれる。 

着任予定の保育士による引継ぎ期

間の長期化を検討する。（必ずし

も、着任予定の保育士全員が毎日

出勤することを求めるものではな

く、定期的にシフト制により出勤

もしくは重要な行事に出席する等

の限定的な対応でも良いと考える

）        

民営化完了後も数か月程度は前任

の保育士を定期又は不定期に交代

で派遣できる体制を整える。 

利用者の準備、検討、意見及び要

望表明のための実質的な機会を与

・着任予定保育士への引継ぎについて

は、令和３年４月に民営化を行った施

設において、従来より引継期間を長く

確保した。 

・監査の意見を踏まえ、民営化完了後

の前任保育士の派遣体制について検討

をしていく。 

・民営化に関しては、入所手続時に配

布する冊子において民営化対象施設で

あることを周知しており、利用者の意

見表明等の期間を確保しているところ

ではあるが、引き続き保護者の意見を

踏まえた民営化が進めていけるよう努

める。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

え、これに対する実質的な対応を

とるために準備及び移行期間を従

前より少しでも長めに設定する。



（１１）保育所用地の貸付 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 民営化後の市有財産賃貸借契約書

について 

 （子ども家庭局保育課） 

 「市有財産賃貸借契約書」において

、これまでの運用においては、賃貸借

期間は５年に設定されている。 

 借地借家法第３条本文では、「借地

権の存続期間は、３０年とする」と規

定されている。 

 従って、市が保育所事業者に土地を

有償で貸与する場合、契約書において

契約期間を５年と設定した場合におい

ても、借地借家法第３条の適用がある

以上、契約期間は３０年となる。もし

仮に借地借家法第３条に反する期間を

設定した契約を締結した場合、契約期

間が３０年に自動修正されるのみで罰

則等のペナルティがあるわけではない

が、法令遵守の観点から望ましい対応

とは言えない。 

そのため、このような運用の根拠と

なっている「北九州市保育所用地貸付

要綱」第４条における貸付期間を「３

０年」に改正したうえで、今後締結さ

れる「市有財産賃貸借契約書」の賃貸

借期間は一律３０年と明記することが

望ましいと考える。 

イ 土地の貸付料について 

 （子ども家庭局保育課） 

市はその所有する土地を民間認可保

監査の意見を踏まえ、貸付料の見直

しと併せて検討していく。 

 監見の意見を踏まえ、賃貸借期間の



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

育所に貸し付けており、民間認可保育

所では、保育所用地もしくは駐車場用

地として使用している。 

貸付料については、北九州市保育所

用地貸付要綱第５条及び「平成１８年

度以降の市有財産の貸付料等の取扱い

」（平成１８年３月２９日付財政局長

通知）を受けて決定しているが、殆ど

の事例においては㎡当たり１０円の月

額貸付料とされている。 

 「平成１８年度以降の市有財産の貸

付料等の取扱い」（平成１８年３月２

９日付財政局長通知）によれば、当該

貸付料はあくまでも例外措置であり、

原則は固定資産税評価額×３／１００

と明記されている。 

 また、月額貸付料㎡当たり１０円に

ついて具体的な算定根拠はなく、通常

の相場よりも低いものと考えられる。

そのため、他の民間認可保育所との不

公平感を生じる恐れもある。 

 今後においては、貸付料の見直しを

検討することが望ましい。 

見直しと併せて検討していく。 



（１２）保育士宿舎借り上げ支援事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 保育士宿舎借り上げ支援事業の在

り方について 

 （子ども家庭局保育課） 

 当該事業は、国の制度を受けて、令

和元年１０月１日に施行されたもので

あるが、往査（令和２年１１月）時点

では、当該事業の令和元年度の利用実

績は１件、令和２年度の利用実績は５

件にとどまっている。 

 施行後、１年以上経過しているが利

用実績は増えておらず、当該事業の目

的が果たせているとは言えない状況で

ある。 

 今後においては、より一層の周知徹

底を図る、もしくは要件を見直す等、

利用しやすい仕組みを構築することが

望まれる。そのうえで、利用実績が増

えないようであれば、場合によっては

当該事業自体を見直すことも必要であ

ると考える。 

 利用しやすい仕組みを構築するため

、要件の見直しについて引き続き検討

していく。 



（１３）保育サービスコンシェルジュ事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 保育サービスコンシェルジュ事業

の実施内容について 

 （子ども家庭局保育課） 

 各区役所及びウーマンワークカフェ

北九州に保育サービスコンシェルジュ

を配置し、情報提供をするほか、相談

を受けている。 

 なお、令和元年度における相談件数

は増えている状況である。 

 相談件数も増えていることから、当

該事業に対する市民からのニーズはあ

ると考えられるが、現状では区役所に

来てもらうか電話での受付となってい

る。 

 昨今の新型コロナウイルス感染防止

対策を図る必要があるとともに、相談

する市民も若い世代が多いと考えられ

る。そのため、オンラインでの相談の

他、ＷＥＢやＳＮＳ（ソーシャル・ネ

ットワーキング・サービス）を活用し

て情報提供等をすることにより、当該

事業の成果がより発揮できるものと考

えられる。 

 現在もフェイスブックを利用し情報

発信を行っているところであるが、相

談体制は確立されていないため、監査

の意見を踏まえ、検討していく。 



（１４）放課後児童クラブの管理運営 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 放課後児童クラブの清算について

 （子ども家庭局子育て支援課） 

 小学校の統廃合等により、放課後児

童クラブの存続が不可能になった場合

には、放課後児童クラブを清算するこ

とになると考えられるが、現状では清

算に関する事項が明文化されていない

。 

 将来における放課後児童クラブの清

算に備えて、繰越金及び積立金の帰属

に関する方針を整理しておくことが望

まれる。 

イ 放課後児童クラブの余剰金につい

て 

 （子ども家庭局子育て支援課） 

 使途の定まっていない多額の余剰金

を有する放課後児童クラブが複数存在

している。市では、余剰金の残高につ

いて一定の上限額を設け、繰越金が多

大になっている場合は、今後の執行計

画を策定させるといった管理を行って

いる。 

 令和２年３月末現在で、市内の放課

後児童クラブの余剰金合計は７８３，

５８５千円と多額となっている。使途

の決まっていない多額の余剰金は不正

の温床になりやすく望ましい状況では

ない。 

したがって、余剰金の残高について

精査を行い、必要に応じて保護者から

毎年度、委託料は精算しており、繰

越金及び積立金は、委託先に帰属する

と考えている。 

 しかしながら、委託先が地域を主体

とした運営委員会であることを考慮す

ると、市としても、支出内容などにつ

いて助言等を行い、適切な運営が行わ

れるよう支援していく。 

 上限額を超えた余剰金を持つクラブ

に対しては、指導員等の報酬や利用者

へ還元するよう引き続き指導を行って

いく。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

の負担金の軽減や委託料の見直しを検

討することが望ましい。 

ウ 放課後児童クラブの監査について

 （子ども家庭局子育て支援課） 

 市は放課後児童クラブの運営を各放

課後児童クラブの運営委員会へ委託し

ている。市では毎年一定数を選定した

うえで、監査チェックリストを用いて

簡易的な監査を実施しているが、選定

基準が明確となっておらず、また、監

査チェックリストは正式な書類の位置

づけとなっていない。そのため、監査

結果について報告手続も定められてい

ない。 

 運営委員数や運営委員会の開催実績

が各放課後児童クラブで様々な状況で

あることや、上記（イ）に記載したよ

うに不正の温床になりうること等を鑑

みると、放課後児童クラブの適切な運

営を図るためには市の関与は欠かせず

、監査マニュアルを策定し、監査結果

を報告すること等の対応が望まれる。

 令和３年２月に業務マニュアルを策

定し、監査結果報告手続に関して明記

した。 



（１５）母子・父子福祉センター運営事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 事業リーフレットの在庫管理及

び情報発信方法について 

 （子ども家庭局子育て支援課） 

 市民へ北九州市立母子・父子福祉セ

ンターにおける実施事業内容を周知す

るための一つの方法として、事業リー

フレットを発行しており、発行部数は

毎年度８，０００部数と一定数になっ

ている。 

 毎年度の一定時点にて事業リーフレ

ットの在庫部数を数えることにより、

次年度に必要な事業リーフレットの部

数のみを補充することが可能となる。

 この結果、事業リーフレット発行に

かかる経費の削減及び紙資源の無駄使

いを減少させることに寄与すると考え

られるため、事業リーフレット部数の

棚卸作業を実施し、在庫管理を行うこ

とが望ましい。 

 また、北九州市立母子・父子福祉セ

ンターでは、ホームページにて実施事

業内容を公開しており、イベントカレ

ンダーにて各種講座、相談等の予定を

掲載している。メールマガジンを登録

された方に対して月２回程度、講座開

催の案内及び各種行事のお知らせ等の

情報をメール送信している。 

 スマートフォンの普及に伴いインタ

ーネットにいつでも、どこでも、だれ

でも接続できるという利便性を考慮し

て、市民へ北九州市立母子・父子福祉

事業リーフレットは、年間の日程を

見て受講を検討できるよう、当該年度

に実施する就業支援講習会の日程や市

政だより掲載号等を掲載しており、当

該年度に使用するものとして作成して

いる。 

 なお、部数については、今後必要数

をより精査して作成するよう努める。

 母子・父子福祉センターの利用対象

者は、母子家庭・父子家庭及び寡婦の

方々であるので、登録している方にメ

ールマガジンを送信しているが、他の

ＳＮＳを利用することも今後検討して

いきたい。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

センターにおける実施事業内容を現在

のホームページ及びメールマガジンで

の情報発信に加えて、他のＳＮＳ（ソ

ーシャル・ネットワーキング・サービ

ス）を利用して情報発信することも有

用と思われる。 

イ 目標数値について 

 （子ども家庭局子育て支援課） 

母子・父子福祉センター運営事業を

実施するにあたり、延べ人数の目標数

値が設定されている。 

 当該事業の延べ人数を目標とするだ

けでなく、利用者の性質に着眼点を置

いた目標設定を検討することが望まし

い。 

 母子・父子福祉センターの就職相談

では、一人ひとりの生活状況や本人の

適正などを考慮しながら、就職に向け

たアドバイスや支援を行っている。相

談者の満足度等を指標にするなど、延

べ人数以外の目標を設定する。 



（１６）母子父子寡婦福祉資金事業（特別会計） 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 滞納債権について 

 （子ども家庭局子育て支援課） 

母子父子寡婦福祉資金事業の令和元

年度の滞納額は３２，３７８千円であ

り、過年度分と合算すると６５５，６

７８千円と多額になっている。  

債権の収納や償還指導については、

一般社団法人北九州市母子寡婦福祉会

に業務委託を行っており、滞納者に対

して、以下のように督促・催告を行っ

ている。 

 督促状の作成・送付 

毎月、滞納者に対して督促状を送

付 

 催告状の作成・送付     

年に 1 回（年度中）、滞納者に対

して催告状を送付 

また、上記以外にも必要に応じて相

談員から滞納者に連絡を取り、指導を

行っている。 

督促状については、毎月同じ内容の

書面となっており、その効果に疑問が

残るところである。また、多額の滞納

額があることを考慮すれば、以下のよ

うな対応を図ることを検討することが

望まれる。 

 民間事業者の活用 

 簡易裁判所による「支払督促」

  手続 

 当該貸付金は母子家庭の生活の安定

と福祉の向上を図ることを目的として

貸付されるものであり、福祉政策の一

環である。そのため、母子福祉資金等

償還金収納事務委託実施要項により、

償還の指導、償還金の収納事務は一般

財団法人北九州市母子寡婦福祉会に委

託しているとことであり、今後も同会

に委託していきたい。 

 なお、簡易裁判所による「支払督促

」手続は、滞納者が支払いに応じない

場合に強制執行の申し立てが可能とな

る。そのため、最終的に強制執行を想

定している「支払督促」手続が、当該

貸付制度の趣旨に沿うものであるか、

人員体制やコスト面も踏まえ検討して

いきたい。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

イ 申込時の提出書類について 

 （子ども家庭局子育て支援課） 

 「母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

の概要」によれば、転宅資金の貸付時

に「新住所地に異動後の住民票」を提

出するように定められている。 

市側で住民票の異動情報が確認でき

ることから、利用者に「新住所地に異

動後の住民票」の提出を求める必要は

ないと言える。また、住民票取得の手

間や取得コストを考慮すれば、「異動

後の住民票」の提出を求めないとする

方が利用者にとっても有益である。 

転宅資金の貸付へは原則として新居

住地で行うものとされているが、「転

居を完了する前」であっても申請、貸

付決定をするよう配慮することとされ

ている。一方で、転居先不明等によっ

て事後の償還が妨げされることのない

よう留意することともされている（母

子寡婦福祉ハンドブッＰ６９）。 

そのため、転居先の把握は必要であ

るが、市側で住民票の異動情報が確認

できること、また、住民票の異動が困

難な事情にある時は訪問調査により確

認するため、「異動後の住民票」の提

出を求めないこととし、令和３年５月

に「母子・父子・寡婦福祉資金貸付金

の概要」を修正した。 



（１７）障害児の長期休暇対策事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 障害児の長期休暇対策事業におけ

る業務委託への概算払い及び精算に

ついて 

 （保健福祉局障害福祉企画課） 

 令和元年度の業務委託において、概

算払いを行っているが、同じ金額にて

精算されている。 

 各種支出がある中で、概算払い額と

精算額が全く同じ金額であることは不

自然である。また、精算に当たっては

、支払精算書に加えて収支決算書が提

出されているが、北九州市会計規則第

５７条第１項に記載されている証拠書

類としての役割を果たしているとは言

い難い。 

 本来、概算払いの精算については、

実額にて適切に精算されるべきである

と考えられるが、現状では取引先から

の収支決算書に基づいて精算が行われ

ているため、適切に精算されているの

か明らかではない。また、取引先に対

して先に支払いを行いたいということ

であれば、前金払い制度を用いること

も検討すべきであると考える。 

 今後においては、取引先と契約を締

結するに当たっては、どのような形態

にすべきか今一度整理し、検討するこ

とが望まれる。 

 監査の意見を踏まえ、令和２年度か

らの精算については、収支決算書と併

せて、決算書に記載されている支出の

詳細が分かる資料を提出してもらい、

適切に精算されているのかを確認する

ようにした。 



（１８）北九州市発達障害者支援センター事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 支援センター事業における業務委

託への概算払い及び精算について 

 （保健福祉局精神保健福祉課） 

 平成３０年度及び令和元年度の業務

委託において、概算払いを行っている

が、同じ金額にて精算されている。 

各種支出がある中で、概算払い額と

精算額が全く同じ金額であることは不

自然である。また、精算に当たっては

、支払精算書に加えて収支決算書が提

出されているが、北九州市会計規則第

５７条第 1 項に記載されている証拠書

類としての役割を果たしているとは言

い難い。 

本来、概算払いの精算については、

実額にて適切に精算されるべきである

と考えられるが、現状では取引先から

の収支決算書に基づいて精算が行われ

ているため、適切に精算されているの

か明らかではない。また、取引先に対

して先に支払いを行いたいということ

であれば、前金払い制度を用いること

も検討すべきであると考える。 

今後においては、取引先と契約を締

結するに当たっては、どのような形態

にすべきか今一度整理し、検討するこ

とが望まれる。 

今後は取引先と協議を行い、契約内

容を概算払いから一般払いへ変更し、

毎月提出してもらう実績報告書におい

て、履行確認を行ってから、委託料を

支払っていく予定である。（令和４年

度契約から変更予定） 



（１９）北九州市発達障害者支援モデル事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 支援モデル事業における業務委託

への概算払い及び精算について 

 （保健福祉局精神保健福祉課） 

平成３０年度及び令和元年度の業務

委託において、概算払いを行っている

が、同じ金額にて精算されている。 

各種支出がある中で、概算払い額と

精算額が全く同じ金額であることは不

自然である。また、精算に当たっては

、支払精算書に加えて収支決算書が提

出されているが、北九州市会計規則第

５７条第１項に記載されている証拠書

類としての役割を果たしているとは言

い難い。 

本来、概算払いの精算については、

実額にて適切に精算されるべきである

と考えられるが、現状では取引先から

の収支決算書に基づいて精算が行われ

ているため、適切に精算されているの

か明らかではない。また、取引先に対

して先に支払いを行いたいということ

であれば、前金払い制度を用いること

も検討すべきであると考える。 

 今後においては、取引先と契約を締

結するに当たっては、どのような形態

にすべきか今一度整理し、検討するこ

とが望まれる。 

 当事業は令和元年度で事業が終了し

ている。今後、同様な事業があった際

は、左記の監査人の意見を踏まえ適切

に対応していく。 



（２０）発達障害児早期支援システム研究事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア アセスメントツール研究事業終了

後の運用体制について 

 （保健福祉局精神保健福祉課） 

市は、発達障害のある就学前の子ど

もの早期支援を進めるためのアセスメ

ントツールとして「発達障害の要支援

度評価尺度（ＭＳＰＡ）」を採用し、

ＭＳＰＡの普及と技能向上の研究を行

っている。 

研究終了後にＭＳＰＡを子ども子育

て施策の中で本格的に運用していくた

めのロードマップが策定されておらず

、また、ＭＳＰＡを本格的に運用して

いくには他部署との連携が必要不可欠

であると想定される。 

 したがって、ＭＳＰＡに関する研究

の成果を生かすために、他部署と連携

を図りながら、研究終了後のロードマ

ップを策定することが望ましい。 

 本事業については、令和３年度にお

いても「発達障害者総合支援事業」の

既決予算内で後継事業を進めており、

事業の経過や発達障害者支援地域協議

会専門部会の意見を基に検討を行いロ

ードマップ策定に繋げていく予定であ

る。 



（２１）子どもの読書活動の推進事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 会計年度任用職員（注、令和元年

度までは非常勤嘱託員）の勤怠管理

について 

（教育委員会学校経営・教育指導課

（旧指導第一課）） 

学校図書館の職員として、会計年度

任用職員を任用している。会計年度任

用職員の就業状況や残業時間、休暇等

の届出等、すべて紙ベースで行われて

いる。なお、常勤職員の勤怠管理につ

いては、システムにて行われていると

のことである。 

会計年度任用職員については、特別

職ではなく一般職扱いとなることから

、常勤職員に準じて適切に勤怠管理を

行うことが求められると考えられる。

現状においては、会計年度任用職員の

就業状況や残業時間、休暇等の届出等

、すべて紙ベースで行われているが、

以下のような問題点が考えられる。 

・市全体として一元管理を行うのが難

しい。 

・給与計算等を行うにあたり、残業時

間や欠勤等を手入力する必要がある。

・有給休暇等の管理が煩雑になる。 

・保存文書が膨大な量になる。 

そのため、常勤職員と同様に、会計

年度任用職員の勤怠管理についてもシ

ステム管理することにより、上記の問

題点を解決し、適切な勤怠管理や業務

の効率化等を図ることが可能になると

システム管理については、財政上の

問題もあり早急な対応は難しいところ

であるが、市長部局とも連携し、適切

な勤怠管理や業務の効率化に向けて検

討してまいりたい。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

考えられる。 



（２２）有害情報等から子どもを守る事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 契約期間（調査実施期間）つい

て 

（教育委員会生徒指導・教育相談課

（旧指導第二課）） 

ネットトラブル等防止及び啓発・研

修事業について、外部業者と委託契約

を締結している。契約期間は令和元年

７月１日から令和２年３月３１日まで

となっており、令和元年４月１日から

令和元年６月３０日までが契約期間と

なっていない。 

卒業、進学及び新入学の時期である

３月や４月は多くの子どもが携帯電話

やスマートフォンを入手する時期であ

ると考えられる。また、５月や６月は

新生活にも慣れ、友人とのコミュニケ

ーションも増える時期であり、ネット

トラブル等防止及び啓発・研修事業の

実効性を確保するためには、それらの

期間を調査対象とする必要があると考

える。 

したがって、毎年４月１日から３月

３１日までを契約期間（調査実施期

間）として委託契約を締結することが

望ましい。 

監査の意見を踏まえ、令和３年度か

らは４月１日から３月３１日までを契

約期間（調査実施期間）として委託契

約を締結した。 



（２３）読書通帳事業 

監 査 の 結 果 措 置 状 況 

ア 通帳の在庫冊数の適正化について

 （教育委員会子ども図書館） 

 読書通帳事業は平成３０年１２月に

開始された事業であり、事業開始前に

１０，０００冊の通帳を作成していた

。令和２年２月時点で残数は約５，０

００冊であったが、令和２年３月に１

３，６３６冊が追加作成されていた。

 過剰な在庫は長期間保管することと

なるため、管理コスト・労力の増大に

繋がる懸念がある。また、適正な発注

を行っていれば今年度の予算に余剰金

額が発生し、他の有用な方策に予算を

充てることが可能となる。そのため、

通帳の納期・発注量により変動する単

価（コスト）なども考慮し、在庫冊数

（発注冊数）を適正化することが望ま

しい。 

イ システムの契約期間について 

（教育委員会子ども図書館） 

 『「本の通帳」（読書記録）システ

ム借入れ及び保守一式』に係る契約期

間と、『「本の通帳（読書記録）シス

テム」に係るサーバ等機器の提供及び

保守業務委託』に係る契約期間が整合

していなかった。 

 両者は単独で機能することができな

いため、一方の契約期間が終了した場

合、他方の契約による効果を享受でき

なくなってしまう恐れがある。そのた

新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため図書館の休館期間等があったこ

とから在庫が過剰な状態となっていた

が、監査の意見を踏まえ、令和３年度

は通帳の作成を見送ることとし、適正

な在庫となるよう業務の見直しを行っ

た。 

『「本の通帳」（読書記録）システ

ム借入れ及び保守一式』に係る契約期

間は図書館情報システムの契約期間と

あわせ、また、『「本の通帳（読書記

録）システム」に係るサーバ等機器の

提供及び保守業務委託』はシステムの

元となる本サーバ借入の契約期間とあ

わせていたが、監査の意見を踏まえ、

次回の契約更新時に、契約期間を整合

させる予定である。 



監 査 の 結 果 措 置 状 況 

め、今後の契約更新のタイミングで契

約期間を整合させることが望ましい。

ウ 対象施設の拡充について 

 （教育委員会子ども図書館） 

 読書通帳事業を実施しているのは「

市立子ども図書館」（北九州市小倉北

区城内４番１号）のみであり、実質的

に当該制度を利用できるのは、居住地

域が子ども図書館に比較的近い世帯に

限られる。 

 そのため、その他の地域に居住して

いる子どもとの間に不公平が生じてい

る状況である。 

 市在住・在学の１８歳以下の子ども

の読書意欲の促進、図書館利用の活性

化を図るという事業の目的を鑑みると

、現在は当該目的が限定的に果たされ

ている状態である。そのため、通帳に

よる読書意欲の促進、図書館利用の活

性化が認められるのであれば、費用対

効果を分析した上で、他の図書館への

導入を検討することが望ましい。 

「読書通帳」は、平成３０年１２月

の子ども図書館の開館に併せて導入し

たもので、現在、通帳による読書意欲

の促進や図書館利用の活性化について

の効果を検証しているところである。

他の図書館にも導入するには高額な費

用もかかることから、監査の意見も踏

まえ、今後、検討していきたい。 


